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１ 土地取引の届出期限 

契約締結日（契約日を含む）から 2週間（14日）以内です。 

提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。 

事例１ 5日（木曜日）に契約を締結した場合 

→ 14日目の 18日（水曜日）が提出期限となります。 

事例２ 9日（月曜日）に契約を締結した場合 

→ 14日目の 22日が日曜日ですから、提出期限は 23日（月曜日）となります。 

 

 

２ 一団の土地について 

 (1) 地続きになっている土地を単独で取得する場合（市街化区域にある場合） 
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(2) 地続きとなっている土地を複数者で取得する場合 

 

 

※ 個別に判断しますので、詳細はお問合せください。 

 

(3) ２箇所の土地が生活道路、水路等で分断されている場合 

（市街化区域にある場合） 
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※ 個別に判断しますので、詳細はお問合せください。 

 

(4) 市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地を取得する場合 

 

市街化区域（届出要件 2,000平方メートル以上）と市街化調整区域（届出要件 5,000平

方メートル以上）にまたがる一団の土地を取得する場合には、小さい方の面積要件で判断

します。 

 

 

 

３ 届出が必要な契約について 

※「要件該当性」に「○」が付いている土地取引が、届出の必要な取引となります。「×」

や「△」が付いている土地取引については、届出は不要です。 

 （次ページに続く） 
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（注） 

1.要件該当性の欄の○印は、土地売買等の契約に該当するもの。 

2.要件該当性の欄の×印は、土地売買等の契約に該当しないもの。 

（一団の土地の面積に含まれません） 

3.要件該当性の欄の△印は、土地売買等の契約に該当するが、法律又は政令により適用

除外とされているもの。（一団の土地の面積に含まれます） 

4.受益権者が土地の所有権移転を受ける権利を有する場合は○、有さない場合は×と

なります。 

5.原則として、権利金その他の一時金相当の授受があれば○、なければ×となります。 

 

４ 届出が不要な場合について 

 (1) 国土利用計画法（昭和 49年法律第 92号）第 23条第 2項に該当する場合 

①民事調停法による調停に基づく場合 

  ②当事者の一方又は双方が国等である場合（国等とは、法 18条で定められている地方公

共団体、国土利用計画法施行令第 14条で定められている、港務局、独立行政法人都市
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再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行

政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社が含まれる） 

 

(2) 国土利用計画法施行令（昭和 49年政令第 387号）第 17条に該当する場合 

①民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）による和解である場合 

②預金保険法 （昭和四十六年法律第三十四号）第五章 、農水産業協同組合貯金保険法 

（昭和四十八年法律第五十三号）第六章 、保険業法 （平成七年法律第百五号）第二編

第十章第二節 、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 （平成八年法律第九十五

号）、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成十年法律第百三十二号）、民

事再生法 （平成十一年法律第二百二十五号）、農水産業協同組合の再生手続の特例等に

関する法律 （平成十二年法律第九十五号）、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 

（平成十二年法律第百二十九号）、会社更生法 （平成十四年法律第百五十四号）、破産

法 （平成十六年法律第七十五号）又は会社法 （平成十七年法律第八十六号）第二編第

九章 若しくは第三編第八章 の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われ

る場合 

③公有水面埋立法 （大正十年法律第五十七号）第二十七条第一項 の許可を受けることを

要する場合 

④家事審判法 （昭和二十二年法律第百五十二号）による調停に基づく場合 

⑤土地収用法 （昭和二十六年法律第二百十九号）第十五条の二 のあつせんに基づく場合

又は同法第五十条 の規定による和解である場合 

⑥農地法 （昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第一項 の許可を受けることを要す

る場合（同項 各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。） 

⑦新住宅市街地開発法 （昭和三十八年法律第百三十四号）第三十条第一項 の規定により

同法 及び同法第二十二条第一項 の認可を受け、又は同条第二項 の同意を得た処分計

画に従つて造成施設等を処分する場合 

⑧滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売（その例による競売を含む。）又は企

業担保権の実行により換価する場合 

⑨非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合（当該土地が所在する市

町村の長の認定を受けている場合に限る。） 

⑩法第三十二条 の規定により遊休土地を買い取る場合 

⑪土地収用法第二十六条第一項 （同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含

む。）の規定による事業の認定の告示（都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）その他

の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。）に係る事業の用に供

される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合 

⑫森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）第五十条第一項 に規定する使用権が設定
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されている土地について同法第五十五条第一項 の協議に基づきその所有権の移転が

行われる場合 

⑬都市計画法第五十五条第四項 の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告

された者が同法第五十六条第一項 の規定により土地を買い取る場合 

⑭都市計画法第五十八条の九 の規定により遊休土地を買い取る場合 

⑮法第十二条第八項 の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規

制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより

一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若

しくは法第十四条第一項 の許可を受け、又は法第十七条第二項 の規定により法第十

四条第一項 の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許

可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の

利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合 

⑯注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る

区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することに

より一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地につい

て法第二十七条の四第一項 （法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。）

の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち

土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地

売買等の契約が締結される場合 

 

５ 土地売買等届出書の記入例 

 (1) 通常の土地売買契約 

B不動産株式会社は、A不動産株式会社の所有する土地を譲り受けた。 

    契約日：△△年△△月△△日 

    土地の所在：◇◇町◇丁目◇◇番、△△番 

    登記簿地目：宅地 

    現況地目：宅地 

    面積：2,034.00平方メートル（実測取引） 

    利用目的：戸建分譲住宅 12戸 

    利用目的に係る面積：2,034.00平方メートル 

    利用の現況の変更：有り（更地→住宅敷地） 

    土地取引価格：120,232,660円 

    工作物等：なし 

    賃借権等の設定：なし 

    開発等の申請準備中（1）通常の土地売買契約 
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(2) 信託受益権譲渡契約 

A特定目的会社は B不動産株式会社から、B不動産株式会社が C信託銀行株式会社所有の土

地に有する信託受益権を譲り受けた。 

 

    契約日：△△年△△月△△日 

    土地の所在：◇◇町◇丁目◇◇番 

    登記簿地目：宅地 

    現況地目：宅地 

    面積：5100.12平方メートル（公簿取引） 

    利用目的：現状どおり賃貸型物流施設として利用 

    利用目的に係る面積：5100.12平方メートル 

    利用の現況の変更：無し 

    土地取引価格：322,665,000円 

    工作物等：倉庫（鉄骨造平屋建○平方メートル築○年）取引額 141,332,500円 

    賃借権等の設定：倉庫は、C信託銀行株式会社が D運輸株式会社に貸与している。 
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 (3) 営業譲渡による土地の取得 

Aタクシー株式会社は Bタクシー株式会社から、土地・建物を含む営業財産を一体として譲

り受けた。 

 

    契約日：△△年△△月△△日 

    土地の所在：◇◇町◇丁目◇◇番 

    登記簿地目：宅地 

    現況地目：宅地 

    利用目的：現状どおりタクシー営業所及び駐車場として利用 

    利用目的に係る面積：2,226.81平方メートル 

    利用の現況の変更：無し 

    総額：610,000,000円(うち土地評価額 440,908,380円、工作物等評価額 15,000,000円) 

    工作物等：事務所、車庫（鉄骨造平屋建○平方メートル築○年） 

    賃借権等の設定：なし 

    従業員：30名 
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 (4) 土地と土地の交換 

A不動産株式会社は、自己の所有する土地と交換に、B建設株式会社が所有する土地を譲り

受けた。なお、A不動産株式会社は交換差金として 2,400,000円を B建設株式会社に支払っ

た。 

 

    契約日：△△年△△月△△日 

    利用目的：戸建分譲住宅 8戸 

    利用の現況の変更：有り（駐車場用地→住宅敷地） 

 

【A】所有土地（交換後は B所有）  

    面積：1,616.00平方メートル 

    土地評価額：251,520,000円 

    工作物等：なし 

    賃借権等の設定：なし 

 

【B】所有土地（交換後は A所有） 

    面積：2,116.00平方メートル 

    土地評価額：253,920,000円 

    工作物等：なし 

    賃借権等の設定：なし 

 

（注）交換する土地の一方が届出の要件を満たしていない場合は、その土地についての届出

は不要です。本件では、B 建設(株)が取得した土地は 1,616.00 平方メートルであり、

届出面積に満たないため、届出を要しません。 
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 (5) 借地権の譲渡 

F製作所株式会社は E工業株式会社から、E工業株式会社が甲野一郎所有の土地に有する借

地権及び建物を譲り受けた。 

 

    契約日：△△年△△月△△日 

    土地の所在：◇◇町◇丁目◇◇番 

    登記簿地目：宅地 

    現況地目：宅地 

    利用目的：現状どおり物流施設として利用 

    利用目的に係る面積：2,081.84平方メートル 

    土地取引価格：164,881,720円 

    工作物等：倉庫（鉄骨造平屋建○平方メートル築○年）（取引額 37,500,000円） 

    賃借権等の設定：賃借権（存続期間○年、残存期間○年、堅固、地代○円） 

    従業員：5名 
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 (6) 地位譲渡 

G不動産株式会社は H不動産株式会社から、H不動産株式会社と株式会社 I不動産との間で

交わされた土地売買契約における譲受人の地位を譲り受けた。 

 

    契約日：△△年△△月△△日 

    土地の所在：◇◇町◇丁目◇◇番 

    登記簿地目：宅地 

    現況地目：宅地 

    利用目的：戸建分譲住宅 13戸 

    利用目的に係る面積：2,226.81平方メートル 

    利用の現況の変更：有（更地→住宅敷地） 

    総額：440,908,380円 

    工作物等：なし 

    賃借権等の設定：なし 

 

（注）H不動産と I不動産とで交わされた売買契約の資料の添付も必要になります。 
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６ 届出に関するよくある質問（Ｑ＆Ａ形式） 

1 届出の要否について 

1-1 営業譲渡契約は届出が必要ですか？ 

A 譲渡の対象となる財産の中に土地が含まれていれば、その土地に係る譲渡は土地売買

契約に該当するため、届出が必要です。 

→ 詳しくは、「記入例（3）営業譲渡による土地の取得」を参考にしてください。 

 

1-2 地位譲渡契約は届出が必要ですか？ 

A 届出が必要です（原契約書の写しの添付も必要となります）。 

→ 詳しくは、「記入例（6）地位譲渡」を参考にしてください。 

 

1-3 不動産の信託受益権の譲渡について届出が必要ですか？ 

A 信託契約時点で信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定しているかど

うかで結論が変わってきます。 

イ 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定している場合 

→ 届出は不要です。 

ロ 信託期間満了時に土地を第三者に処分することが確定していない場合 

→ 届出が必要です。 

信託期間満了時に、受託者（主に信託銀行）が土地を第三者に処分するか、受益権者

に引き渡すかの選択権を受益権者が有している場合、その決定時点（信託期間満了時）

までは受益権の中に土地所有権の取得を目的とする権利が含まれていると考えられる

ためです。 

 

1-4 賃貸借契約や地上権設定契約について届出は必要ですか？ 

A 賃料以外に、借主に返金されない対価（権利金等）が発生する場合には、届出は必要

です。借主に返金される予定の費用（敷金、保証金等）のみが発生する場合は、届出不

要です。 

但し、敷金・保証金等の金額が著しく大きく、そこから生じる経済的利益（運用益）

が対価として認定できる場合には届出が必要です。契約期間の有無、期間の長短は問い

ませんし、定期借地権の場合も同様です。 

地上権設定契約についても、賃貸借契約と同様に考えてください。 

 

1-5 届出が不要な土地取引があると聞きましたが、面積要件以外ではどのような例です

か？ 

A 国土利用計画法第 23条第 2項第 3号及び国土利用計画法施行令第 17条で定められて

いる場合において届出が不要になります（例：農地法第 3 条第 1 項の許可を受けるこ
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とを要する場合、民事調停法による調停に基づく場合等）。詳しくは、国土利用計画法

に基づく土地取引の届出が不要である場合をご参照ください。 

 

1-6 破産管財人による不動産の任意売却について、届出は必要ですか？ 

A 破産法第 78 条第 2 項で、破産管財人が不動産を任意売却する場合、裁判所の許可を

得る必要があるとされています。裁判所の許可を得て行われる場合は、届出は不要です。

（国土利用計画法施行令第 17条第 1号（同令第 6条第 3号）） 

 

1-7 登記簿面積では対象面積未満ですが、実測面積では対象面積以上です。届出は必要で

すか？ 

A 届出が必要です。届出時点で実測がされている場合には、実測面積で判断します。 

 

1-8 共有部分の譲渡の場合の面積要件の判断は、何を基準にしますか？ 

A 共有持分が譲渡される場合の面積要件の判断は、当該土地の面積に譲渡に係る持分割

合を乗じた面積によって判断します。 

ただし、共有持分が基準面積以下であっても、土地全体に支配権（利用権）が及ぶ場

合には、面積要件を共有地の面積全体で判断しますので、届出が必要となる場合があり

ます。 

 

1-9 市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地を取得する場合、どのような取引面積

であれば届出が必要ですか？ 

A 市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の場合は、小さい方の面積要件で判断す

るため、一団の土地が市街化区域の届出要件である 2,000平方メートル以上であれば、

届出が必要です。 

例えば、市街化区域 500 平方メートルと市街化調整区域 1,500 平方メートルにまた

がる一団の土地の場合、全体では 2,000平方メートルであるため、届出が必要です。 

 

1-10 利用計画の面積がはっきり決まっておらず、買い集めることも考えられます。今の段

階では、届出対象面積に満たない売買です。届出は必要ですか？ 

A 開発の計画又は意図においては取得に係る土地が届出対象面積以上となるか否か不

明確な場合であっても、届出対象面積以上の「一団の土地」の取得となる可能性がある

場合には、個々の契約について届出が必要です。 

 

2 一団の土地について 

2-1 「一団の土地」とはどのような土地を指すのですか？ 

A 「一団の土地」とは、土地利用上、現に一体の土地を形成している、又は一体として
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の利用が可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地

に関する権利の移転又は設定を行うものです。 

 

2-2 一団の土地を購入するために、10人の地権者と個別に契約を行いました。届出は 1件

にまとめて良いですか？ 

A 届出は契約毎に必要になりますから、原則として 10 件の届出が必要です。ただし、

契約の態様が所有権移転の場合のみ、複数の届出書を一葉にまとめることができます。

まとめる場合、契約毎に「契約の相手方に関する事項」、「契約日」、「土地の所在地」、

「筆毎の面積」、「筆毎の金額」を記入し、対価の額等に関する事項における面積及び金

額は、「筆の面積」及び「筆毎の金額」を契約毎に合計の数値を記入する必要がありま

す。なお、契約日が異なる場合は、それぞれの契約日毎に届出書の提出期限が異なりま

すのでご注意ださい。 

 

2-3 一団の土地を購入するために、10人の地権者と一括に連名の契約書で契約を行いまし

た。届出は 1件にまとめて良いですか？ 

A 1件の届出としてください。 

 

2-4 複数市町村にまたがっている土地についての届出は、どのように行うのでしょうか？ 

A 土地の存する市町村それぞれ全てに届出が必要です。 

 

2-5 隣接する 2つの土地を、それぞれ別の地権者から購入しました。合計で届出対象面積

を超えていますが、単独では超えていません。利用目的はそれぞれ異なります。一団の

土地として届出が必要ですか？ 

A 利用目的が違い、全く関連性がなければ、届出は不要です。 

 

2-6 離れている 2 つの土地を、1 件の契約書で取得しました。2 つとも単独で届出対象面

積を超えています。届出は 1件にまとめて良いですか？ 

A 1件の届出で構いません。 

 

2-7 市街化区域内の工場敷地（1,800 平方メートル）の拡張を行うため、隣接する市街化

区域内の土地（1,100平方メートル）を購入しました。届出が必要ですか？ 

A 当初の工場敷地取得の時点で隣接地を取得する計画があれば、最初の購入（1,800 平

方メートル）も、今回の購入（1,100 平方メートル）も、両方ともに届出が必要です。

しかし、事業開始後の業務拡張に伴う新たな計画であれば、計画の一貫性がないと判断

でき、両契約とも届出は不要になります。 
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2-8 道路で分断されている市街化区域内の土地 2 筆（1,500 平方メートルと 1,800 平方メ

ートル）を購入しました。店舗と店舗用駐車場として利用予定です。届出は必要です

か？ 

A 土地利用上一体としての利用が可能と認められるものについては、道路や小河川等に

より分断されている場合でも、「一団の土地」と判断します。この場合、届出が必要で

す。 

 

2-9 国・公有地を含む一団の土地を買収して宅地開発を行う場合、国・公有地を除いた民

有地部分が基準面積未満でも届出は必要ですか？ 

A 一団の土地の判断は、当該団地を構成する土地の所有関係の如何を問わず、一連の計

画のもとに土地売買等の契約によって取得される土地で、面積が法所定の面積以上で

あるかどうかによるものです。 

したがって、国・公有地を含めた一団の土地で面積要件を判定することになります。 

ただし、国や地方公共団体が当事者の一方である場合には、届出義務が免除されてい

るので、実際に届出を要する部分は民有地部分に限定されます。 

 

2-10 市街化区域において商業施設を建設するため、所有権売買と権利金を伴わない賃貸

借により基準面積以上（2,000平方メートル）の土地を確保しました。この場合、所有

権売買による取得面積は 1,500 平方メートルで基準面積以下ですが、届出は必要とな

りますか? 

A 権利金を伴わない賃貸借については、土地売買等の契約に該当しないため、一団の土

地の面積には含まれません。 

したがって、本件では、所有権売買による面積（1,500平方メートル）のみで面積要

件を判断することとなり、その面積が基準面積未満となりますので、届出は不要となり

ます。 

土地売買等の契約に該当するかどうかの判断は、契約要件についての説明を確認し

てください。 

 

3 届出に係る提出書類について 

3-1 契約書の写しは土地の所在地や売買価格、契約日等の届出書の内容がわかる部分のみ

の写しを提出すればよろしいでしょうか？ 

 A 契約書の写しは収入印紙の貼付部分や特記事項等を含め、全ての写しが必要です。 

 

3-2  一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、図面を１届出分にまとめても

よろしいでしょうか？ 

 A １届出分にまとめていただければ結構です。ただし、1 つの届出に、他の届出分につ



22 

いても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特

定できるように記載してください。 

 

3-3 市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地の届出を行いますが、位置図は必要でし

ょうか。 

 A 必要です。届出地が市街化区域のみに所在する場合に限り、位置図の提出は不要とな

ります。そのため、届出地が市街化区域の土地と市街化区域以外の土地にまたがる場合、

位置図は必要となります。なお、位置図の提出を行わない場合は、周辺状況図に駅や主

要道路、公的機関等の目印を可能な限り含めてください。 

   位置図の提出を不要とする運用は愛知県独自(名古屋市を除く)のものとなります。

都道府県・指定市により運用が異なりますので、詳しくは土地の所在する都道府県・指

定市にご確認ください。 

 

4 土地区画整理事業施行地区について 

4-1 従前地の土地面積では対象面積以上ですが、仮換地の指定を受けた土地の面積では対

象面積未満となり、届出が不要と思われます。届出が必要でしょうか？ 

A 仮換地の指定を受けた土地の面積を基準とするため、届出不要です。ただし、仮換地

指定を受ける予定であるに過ぎない場合は届出が必要です。 

 

4-2 届出を要する面積の保留地を購入しました。届出は必要ですか？ 

A 原則として届出は必要です。但し、保留地を市町村から購入した場合には届出不要で

す。 

 

4-3 仮換地の指定を受けた土地を購入した場合、「土地に関する事項」については、どのよ

うに記載するのでしょうか？ 

A 「土地に関する事項」欄に、仮換地の指定を受けた土地の街区番号及び符号等を記載

するとともに、括弧書きで従前地の所在等も記入してください。なお、「その他参考と

なるべき事項」欄には、「○○土地区画整理事業施行地区」等と記載してください。 

 

5 届出の期限について 

5-1 停止条件付きの契約であるため、実際に土地が取得出来るか分かりません。届出は取

得が確定してからで良いですか？ 

A 停止条件付き契約、解除条件付き契約又は予約契約であっても、契約日を基準に届出

を行う必要があります。 

 

5-2 契約から 2週間の期限を過ぎてしまいましたが、届出は必要ですか？ 
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A 速やかに届出書を提出してください。国土利用計画法違反とはなりますが、届出のな

い状態を放置していると悪質と判断する場合があります。 

 

6 利用目的の記載について 

6-1 利用目的は特定のものを予定していますが、具体化が遠い場合等についてはどのよう

に記載すれば良いですか？ 

A 当面資金調達の見込みがないため、利用の具体化が遠い将来となる場合、需要の動向

から具体化の時期が未定である場合、又は、事業実施に必要な許認可等の見通しが明ら

かでなくても利用目的自体を特定している場合であれば、当該利用目的を記載してく

ださい。この場合、「その他」欄に、その状況を明記してください。 

 

6-2 土地を購入したが、利用する具体的な計画が全くない場合、どのように届出書に記載

すれば良いですか？ 

A 具体的な計画が全くない場合は、現況のまま当分保有することとなりますので、利用

目的は「現況保有」と記載してください。 

なお、対価を支払い土地を購入する場合に、利用する具体的な計画が全くないという

のは考えにくく、何らかの利用目的はあると思われるため、土地購入に至った動機等を

考慮するなどして、できる限り利用目的欄に記載してください。 

後日、具体的な計画が定まった場合は、個別の法令に基づき手続きをする必要があり

ます。 

 

7 届出書の審査について 

7-1 不勧告の場合、通知がありますか？ 

A 制度上、不勧告通知はありませんので、届出が法定期限内に受理されてから 3週間を

経過した時点で勧告等の通知がない場合は、特に問題ないものと判断してください。 

ただし、届出者から不勧告通知の送付依頼があった場合は、例外的に、不勧告通知を

します。依頼は、文書又は届出書のその他参考となるべき事項欄に記入してください。 

なお、不勧告通知の郵送費用は申請者負担となりますので、依頼される場合は、返信

用封筒に切手を貼付の上、住所、氏名を記入して提出してください。 


